
議案第１１９号 

 

京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例及び京丹後市社会体育施設条例の一部改正について 

 

京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例及び京丹後市社会体育施設条例の一部を改正する条例を別記のように定める。 

 

令和５年１１月３０日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

学校適正配置に伴い、吉野小学校の体育館及びグラウンドを社会体育の振興と地域住民の利用に供するため、所要の改正を行うも

のである。 
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（別記） 

京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例及び京丹後市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

（京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例の一部改正） 

第１条 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例（平成１６年京丹後市条例第１０８号）の一部を次のように改正する。 

別表の１の表中「及び吉野小学校」を削る。 

（京丹後市社会体育施設条例の一部改正） 

第２条 京丹後市社会体育施設条例（平成１６年京丹後市条例第１２０条）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中 

「 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部３２９９番地 

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留２４４番地の１  

」を 

「 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部３２９９番地 

京丹後市吉野体育館 京丹後市弥栄町芋野４０８番地 

京丹後市吉野グラウンド 京丹後市弥栄町芋野４０８番地 

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留２４４番地の１ 

」に改める。 

別表体育館の部中 

「 
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京丹後市大宮第三体育館 ８：３０～２２：００ ９０  

京丹後市竹野体育館 

京丹後市黒部体育館 

京丹後市田村体育館 

京丹後市湊体育館 

」を 

「 

京丹後市大宮第三体育館 ８：３０～２２：００ ９０  

京丹後市竹野体育館 

京丹後市黒部体育館 

京丹後市吉野体育館 

京丹後市田村体育館 

京丹後市湊体育館 

」に、同表グラウンドの部中 

「 

京丹後市網野グラウンド ８：３０～１７：００ 無料  

京丹後市川上グラウンド 

京丹後市海部グラウンド 

京丹後市田村グラウンド 
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京丹後市湊グラウンド 

」を 

「 

京丹後市網野グラウンド ８：３０～１７：００ 無料  

京丹後市吉野グラウンド 

京丹後市川上グラウンド 

京丹後市海部グラウンド 

京丹後市田村グラウンド 

京丹後市湊グラウンド 

」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例(平成16年京丹後市条例第108号)新旧対照表【第1条関係】 

現行 改正案 

京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第108号 条例第108号 

本則 (略) 本則 (略) 

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 

1 京丹後市立学校施設使用料 1 京丹後市立学校施設使用料 

利用施設 

(利用時間 8：30～22：00) 

単位 使用料(円) 

屋内運動場 

(大宮南小学校及び吉野小学校を除

く。) 

1時間 190 

屋内運動場 

(大宮南小学校及び吉野小学校に限

る。) 

1時間 90 

教室等 1時間 90 

格技場等 1時間 90 

テニスコート 1時間 無料 

屋外運動場 1時間 無料 
 

利用施設 

(利用時間 8：30～22：00) 

単位 使用料(円) 

屋内運動場 

(大宮南小学校              を除

く。) 

1時間 190 

屋内運動場 

(大宮南小学校              に限

る。) 

1時間 90 

教室等 1時間 90 

格技場等 1時間 90 

テニスコート 1時間 無料 

屋外運動場 1時間 無料 
 

2 (略) 2 (略) 

備考 備考 

1～4 (略) 1～4 (略)  

    附 則 

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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京丹後市社会体育施設条例(平成16年京丹後市条例第120号)新旧対照表【第2条関係】 

現行 改正案 

京丹後市社会体育施設条例 京丹後市社会体育施設条例 

平成16年4月1日 平成16年4月1日 

条例第120号 条例第120号 

第1条 (略) 第1条 (略) 

(名称及び位置) (名称及び位置) 

第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 社会体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

(略) 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

                       

                         

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留244番地の1 

(略) 
 

名称 位置 

(略) 

京丹後市黒部グラウンド 京丹後市弥栄町黒部3299番地 

京丹後市吉野体育館 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市吉野グラウンド 京丹後市弥栄町芋野408番地 

京丹後市久美浜中央運動公園 京丹後市久美浜町永留244番地の1 

(略) 
 

第3条～第17条 (略) 第3条～第17条 (略) 

別表(第9条、第16条関係) 別表(第9条、第16条関係) 

利用施設 利用時間の区

分 

使用料 

(円／1時

間) 

照明使用料 

(円／1時間) 区分 名称 

(略) 

体育館 京丹後市大宮社会

体育館 

8：30～22：0

0 

240  

京丹後市網野体育

センター 

京丹後市丹後社会

体育館 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市五箇体育 8：30～22：0 190  

利用施設 利用時間の区

分 

使用料 

(円／1時

間) 

照明使用料 

(円／1時間) 区分 名称 

(略) 

体育館 京丹後市大宮社会

体育館 

8：30～22：0

0 

240  

京丹後市網野体育

センター 

京丹後市丹後社会

体育館 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市五箇体育 8：30～22：0 190  
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現行 改正案 

館 0 

京丹後市丹波体育

館 

京丹後市郷体育館 

京丹後市豊栄体育

館 

京丹後市川上体育

館 

京丹後市海部体育

館 

京丹後市佐濃体育

館 

京丹後市大宮第三

体育館 

8：30～22：0

0 

90  

京丹後市竹野体育

館 

京丹後市黒部体育

館 

        

  

京丹後市田村体育

館 

京丹後市湊体育館 

グラウンド 京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～17：0

0 

無料  

        

    

京丹後市川上グラ

ウンド 

京丹後市海部グラ

ウンド 

館 0 

京丹後市丹波体育

館 

京丹後市郷体育館 

京丹後市豊栄体育

館 

京丹後市川上体育

館 

京丹後市海部体育

館 

京丹後市佐濃体育

館 

京丹後市大宮第三

体育館 

8：30～22：0

0 

90  

京丹後市竹野体育

館 

京丹後市黒部体育

館 

京丹後市吉野体育

館 

京丹後市田村体育

館 

京丹後市湊体育館 

グラウンド 京丹後市網野グラ

ウンド 

8：30～17：0

0 

無料  

京丹後市吉野グラ

ウンド 

京丹後市川上グラ

ウンド 

京丹後市海部グラ

ウンド 
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現行 改正案 

京丹後市田村グラ

ウンド 

京丹後市湊グラウ

ンド 

京丹後市久美浜中

央運動公園(Aコー

ト) 

8：30～17：0

0 

180  

京丹後市久美浜中

央運動公園(Bコー

ト) 

京丹後市豊栄山村

広場 

8：30～22：0

0 

180 280 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市大宮自然

運動公園(Aコート) 

1,190 

京丹後市大宮自然

運動公園(Bコート) 

280 

京丹後市五箇グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

無料 340 

京丹後市丹波グラ

ウンド 

京丹後市竹野グラ

ウンド 

京丹後市豊栄グラ

ウンド 

京丹後市黒部グラ

ウンド 

京丹後市佐濃グラ

ウンド 

(略) 
 

京丹後市田村グラ

ウンド 

京丹後市湊グラウ

ンド 

京丹後市久美浜中

央運動公園(Aコー

ト) 

8：30～17：0

0 

180  

京丹後市久美浜中

央運動公園(Bコー

ト) 

京丹後市豊栄山村

広場 

8：30～22：0

0 

180 280 

京丹後市弥栄総合

運動公園 

京丹後市大宮自然

運動公園(Aコート) 

1,190 

京丹後市大宮自然

運動公園(Bコート) 

280 

京丹後市五箇グラ

ウンド 

8：30～22：0

0 

無料 340 

京丹後市丹波グラ

ウンド 

京丹後市竹野グラ

ウンド 

京丹後市豊栄グラ

ウンド 

京丹後市黒部グラ

ウンド 

京丹後市佐濃グラ

ウンド 

(略) 
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現行 改正案 

備考 備考 

1～4 (略) 1～4 (略) 

    附 則 

  この条例は、令和6年4月1日から施行する。 
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